
　
　

今
年
７
月
に
成
立
し

た
、改
正
健
康
増
進
法（
受

動
喫
煙
対
策
強
化
）の
基

本
的
な
考
え
は
。

　
　
①
望
ま
な
い
受
動
喫

煙
を
無
く
す
。②
施
設
や

屋
外
に
つ
い
て
受
動
喫
煙

対
策
の
一
層
徹
底
を
図
る
。

③
施
設
の
類
型
、
場
所
ご

と
に
禁
煙
措
置
や
喫
煙
場

所
の
特
定
を
行
い
、
喫
煙

の
掲
示
義
務
等
の
対
策
を

講
じ
る
。

　
　

本
市
の
医
療
費
増
加

は
約
11
億
円
と
推
計
さ
れ

て
い
る
。
市
内
の
事
業
者

や
飲
食
店
に
、
ど
の
よ
う

に
周
知
啓
発
を
行
う
の
か
。

　
　
中
小
企
業
の
事
業
主

等
が
受
動
喫
煙
対
策
と
し

て
一
定
の
基
準
を
満
た
す

喫
煙
専
用
室
等
を
整
備
す

る
際
に
は
そ
の
費
用
の
２

分
の
１
。
飲
食
店
に
つ
い

て
は
３
分
の
２
、
100
万
円

を
上
限
と
す
る
助
成
制
度

が
あ
る
。
省
令
・
通
知
等

が
そ
ろ
い
次
第
、
県
と
も

協
議
し
な
が
ら
広
報
・
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
の
制
度

周
知
等
、
速
や
か
な
対
応

を
と
り
た
い
。

　
　

市
役
所
を
含
め
た

公
共
施
設
の
受
動
喫
煙
防

止
対
策
は
。

　
　
市
庁
舎
は
現
在
、
施

設
内
分
煙
だ
が
屋
内
の
喫

煙
場
所
は
撤
去
を
予
定
。

今
後
、
原
則
敷
地
内
禁
煙

と
な
る
が
、
屋
外
喫
煙
所

の
設
置
も
検
討
。
他
の
公

共
施
設
等
は
施
設
の
類
型

ご
と
の
分
類
に
応
じ
今
後

の
政
省
令
等
を
踏
ま
え
検

討
・
対
応
し
て
い
く
。

　
　

西
山
公
園
な
ど
の
公

園
施
設
で
の
対
策
は
。

　
　
公
園
は
基
本
的
に
禁

煙
に
す
べ
き
場
所
で
あ
る

と
考
え
る
。
現
在
、
分
煙

の
観
点
よ
り
人
の
動
線
か

ら
離
れ
た
場
所
に
灰
皿
を

設
け
て
い
る
。
今
後
、
国

や
県
の
類
似
施
設
で
の
方

針
等
を
参
考
に
公
園
で
の

受
動
喫
煙
の
対
策
に
つ
い

て
検
討
す
る
。

　
　

い
つ
ま
で
に
対
応
す

べ
き
か
。

　
　
学
校
、
病
院
、
児
童

福
祉
施
設
、
行
政
機
関
等

は
２
０
１
９
年
夏
ご
ろ
ま

で
。
事
業
所
、
飲
食
店
を

含
め
た
全
面
施
行
が
２
０

２
０
年
４
月
１
日
と
な
っ

て
い
る
。

　
　
　

時
間
が
あ
る
よ
う

で
無
い
。
市
が
積
極
的
に

民
間
を
指
導
し
な
い
と
対

策
が
遅
れ
て
し
ま
う
と
懸

念
す
る
。

○
学
校
に
お
け
る
、
た
ば

　

こ
の
健
康
に
対
す
る
影

　

響
の
学
習
に
つ
い
て

　
　

自
治
体
の
役
割
と
責

任
に
お
い
て
、
市
民
生
活

と
市
の
具
体
的
な
関
係
は
。

　

　
日
常
生
活
の
身
近
な

と
こ
ろ
か
ら
着
実
に
行
動

に
移
す
こ
と
が
重
要
。
地

域
の
人
口
減
少
と
地
域
経

済
の
縮
小
を
克
服
し
、
将

来
に
わ
た
っ
て
成
長
力
を

確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
に

人
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
よ
う
な
持
続
可
能
な
ま

ち
づ
く
り
と
地
域
活
力
が

必
要
。
行
政
、
民
間
業
者
、

市
民
の
異
な
る
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
が
、SD

G
s

の

17
の
目
標
と
169
の
タ
ー
ゲ

ッ
ト
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

一
体
感
を
持
っ
て
取
り
組

む
こ
と
が
可
能
と
考
え
て

い
る
。

　
　

女
性
が
加
わ
る
と
経

済
的
価
値
も
高
い
と
日
本

政
策
投
資
銀
行
は
発
表
。

市
で
は
女
性
の
非
正
規
職

員
・
嘱
託
職
員
が
多
い
が
、

行
動
計
画
は
市
民
ニ
ー
ズ

を
受
け
て
進
ん
で
い
る
の

か
。

　

　
会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
の
整
備
状
況
に
つ

い
て
、
総
務
課
で
統
一
的

な
実
態
把
握
に
努
め
て
い

る
。
全
て
の
臨
時
職
員
・

嘱
託
職
員
に
つ
い
て
、
つ

け
よ
う
と
す
る
職
務
の
内

容
、
勤
務
状
態
等
に
応
じ
、

任
用
根
拠
・
勤
務
条
件
を

再
設
定
し
直
す
必
要
が
あ

り
、
市
と
し
て
最
適
と
考

え
る
任
用
、
勤
務
形
態
の

人
員
構
成
を
実
現
し
た
い
。

平
成
31
年
度
中
に
、
任
用

職
員
、
臨
時
職
員
全
て
の

女
性
職
員
が
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
、
い
き
い
き

と
活
躍
で
き
る
職
場
づ
く

り
に
向
け
て
計
画
を
策
定

し
て
い
く
。

　
　

地
区
ご
と
に
地
域
支

え
合
い
推
進
員
が
入
ら
れ

た
、
地
区
社
会
福
祉
協
議

会
の
在
り
方
も
考
え
る
時

期
に
き
て
い
る
の
で
は
。

　

　
地
区
の
課
題
解
決
や

住
民
主
体
の
活
動
を
支
援

す
る
話
し
合
い
の
場
所
が

必
要
、
鯖
江
地
区
と
新
横

江
地
区
に
お
い
て
は
地
区

社
会
福
祉
協
議
会
の
事
務

局
業
務
を
推
進
員
が
一
部

担
う
と
と
も
に
市
や
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
と
共
に
動

き
出
し
て
い
る
。
地
区
社

会
福
祉
協
議
会
を
基
盤
に

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
支

え
合
い
の
体
制
づ
く
り
を

進
め
て
い
き
た
い
。

○
環
境
行
政
の
食
べ
き
り
、

　

プ
ラ
系
ご
み
に
つ
い
て

8

改
正
健
康
増
進
法
に
対
す
る

市
の
対
応
に
つ
い
て

答答

答

答答

問問

問問

問

「
持
続
可
能
な
地
域
づ

く
り
」
に
つ
い
て

「
共
生
社
会
」
づ
く
り

に
つ
い
て

問答

問答

問答そ
の
ほ
か
の
質
問

市
民
創
世
会

大
門
　
嘉
和
　
議
員

そ
の
ほ
か
の
質
問

意
見

市
民
創
世
会

木
村
　
愛
子
　
議
員


